
宮城県みやぎお知らせコロナアプリ（ＭＩＣＡ）の活用について⇒店舗における感染拡大防止の取組に活用が可能

○アプリの使い方（主な事例紹介） ※対象施設：過去にクラスターが発生した業種の店舗等を想定（アプリ利用は店舗の任意）
・店舗が店舗入口等で利用者に働きかけするなどして，利用者に任意でアプリのＱＲコードを読み取りしてもらい、 電子申請システムにメールアドレスを登録
することが可能。
・利用者がメールアドレスの登録申請を行うと、画面に「申請完了」の表示がされる。店舗は「申請完了」画面を確認して入場してもらうなど，感染拡大防止
の取組にアプリを活用することができる。

店舗で新型コロナの感染が発生
①感染情報の発信
・登録した店舗に新型コロナウイルスの
感染が発生した場合，店舗の利用者に感
染情報をメールで迅速に発信

②感染情報の受信
・利用店舗で発生した感染情報を受信
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①店舗登録申請
・県ホームページから電子申請システム
で店舗名やメールアドレスなど入力し登
録申請する

①アプリを活用した取組事例
・利用者向けのＱＲコードを記載したお
知らせを印刷し，店舗入口等に掲示する

②店舗登録
・電子申請システムに店舗登録する
・了解が得られた場合は，県ホームペー
ジに店舗名を掲載する
・アプリのＱＲコードが記載された利用
者向けのお知らせをメールで送付する

②利用者のメールアドレス登録申請
・店舗を利用する際にＱＲコードを読み
取り，県の電子申請システムにメールア
ドレスの登録申請を行う

④利用者のメールアドレス登録
【情報セキュリティが確保された行政機
関専用ネットワーク内にある電子申請シ
ステムのサーバに登録される】
・県の電子申請システムにメールアドレ
スを登録
・申請者に受信メールを自動送信

⑤利用者のメールアドレス登録完了
・受信メールを確認し登録完了
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③店舗の利用
・店舗はメールアドレス登録の『申請完了』

画面を確認し，利用者は店舗を利用する

③アプリのＱＲコードが記載された利用
者向けのお知らせを受領
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※ 画面に『申請完了』と表示される


